
１次試験は、公務員試験対策が不要の総合適性検査（SCOA）を実施します。

試験は受験者が選択するテストセンターでの受験となります。

由布市会場での試験は行いませんのでご了承ください。

【 申込受付期間 】 令和４年７月２５日（月曜日）　９：００から

令和４年８月３１日（水曜日）１７：００まで

※期間中、２４時間申込可能

【   申 込 方 法   】 電子申請のみの受付

必要項目を入力してください。

【 問い合わせ先 】 由布市役所　総務課　職員係（本庁舎本館２階）

〒８７９－５４９８

由布市庄内町柿原３０２番地

☎０９７－５８２－１１１２

　８：３０～１７：００（土日祝を除く）

ホームページURL：https://www.city.yufu.oita.jp

由布市のホームページから申込専用サイトへ接続し、

令和４年度

由布市職員採用試験案内

（障がい者枠）



１．職種および採用予定者数

区 分 採用予定者数

高卒 １名程度

※採用予定者数は、今後の欠員等により変更になることがあります。

【試験区分】

　 高卒 ： 高校卒業程度以上の学力を有する人

２．受験資格について

　日本国籍の有無を問いません。

　ただし、永住者、または特別永住者に限ります。永住許可、または特別永住許可を申請中の人は、

　令和５年３月３１日までに永住者または特別永住者の在留資格を取得できないときは、この試験に

　合格しても採用される資格を失うものとします。

◆次の場合は、この試験に合格しても採用される資格を失うものとします。

　・由布市職員採用試験申込書や試験に関する調査書類等に記載漏れや不実記載がある場合、試験

　　に合格しても採用資格を失う場合がありますので注意してください。

◆次のいずれかに該当する者（地方公務員法第１６条該当者）は受験できません。

　・禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなる

　　までの人

　・由布市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　・日本国憲法施行の日において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊すること

　　を主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

◇受験資格◇

試験職種 区分 記号

一般行政職

（障がい者枠）
高卒 Ｄ

職　　務　　内　　容

市の一般行政事務に従事します。

受　験　資　格

①平成４年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人

②次に掲げる手帳等の交付を受けている人

　・身体障害者については、身体障害者手帳、または都道府県

　　知事の定める医師もしくは産業医による障害者の雇用の促進

　　等に関する法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意

　　見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、

　　小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

　　については、指定医によるものに限る。）

　・知的障害者については、都道府県知事または政令指定都市市

　　長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相

　　談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害

　　者職業センターによる知的障害者であることの判定書

　・精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳（平成１８

　　年４月以降）

　※手帳等については、試験申込日および試験日当日において有効であること

　　が必要です。

試 験 職 種

一般行政職

（障がい者枠）



３．試験日程および内容等

◆第１次試験日

（１）日　程　等

◎ 試　験　日 令和４年９月２０日（火）から令和４年９月３０日（金）

までの期間で受験者が選択した日時

※申込者には受験案内のメールを送信します。

◎ 会　　　場 受験者が希望する全国のテストセンター

※テストセンターとは※

試験方法で、受験者が希望する会場・日時で受験することができます。

（２）内　容　等

◎ 試 験 種 目 総合適性検査　全職種共通

（３）合　格　発　表

　１０月上旬に由布市役所本庁舎前の掲示板に合格者の番号を掲示するとともに、

　合格者へは合格通知文書を郵送します。ホームページでもお知らせする予定です。

◆第２次試験日

第１次試験合格者が対象となり、詳しい試験日程・内容等については別途通知します。

（１）日　程　等

◎ 試　験　日 令和４年１１月上旬

（２）内　容　等

◎ 試験種目（予定） ・作文試験

・面接試験

・集団討論

・事務能力試験

（３）合　格　発　表

　１１月下旬に由布市役所本庁舎前の掲示板に合格者の番号を掲示するとともに、

　合格者へは合格通知文書を郵送します。ホームページでもお知らせする予定です。

全国（約３００会場）の試験会場において、パソコン画面で出題・回答する



４．受験申込

申込みはすべてインターネットでの受付となります。

【事前準備】

申込みには次のものが必要です。

●パソコンまたはスマートフォン（スマートフォン以外の携帯電話には対応していません）

　※使用可能なパソコンまたはスマートフォンを所有していない方は、学校、インターネット

　　カフェ等で申込をお願いします。

　≪推奨環境について≫

　Google Chrome 最新版（InternetExplorerには対応していません）

　　※JavaScriptが使用できる設定であること

　　※一部の機能はＰＤＦを閲覧できる環境が必要です。

●メールアドレス

　※「city.yufu.lg.jp」「.bsmrt.biz」「cbt-s.com」のドメインから送付される電子メールが受信

　　できる環境が必要です。（スマートフォンの設定方法については、各自で確認してください。）

●顔写真のデータ

　※申込前の３か月以内に背景を無地で撮影したもので、上半身、脱帽、正面向きで本人と確認

　　できるものが必要です。

　※本データは、受験票に印刷し、本人確認のために使用する重要な資料となりますので、写真

　　館などで撮影されたデータ等の明瞭な写真の使用をお薦めします。不明瞭な場合は差替えを

　　指示することがあります。

　※登録可能なファイル形式は画像（ＪＰＥＧ/ＪＰＧ）のみです。

　※登録可能な画像の縦横サイズは、７５ピクセル×１００ピクセル～３６０ピクセル×４８０

　　ピクセルで、ファイル容量は最大３ＭＢです。

●受験票印刷用のプリンタ（コンビニ等のプリントサービス等利用可能）

●ＰＤＦファイルを読むためのソフト

　「Adobe Acrobat Reader（Ver.5.0以上）」が必要です。

【事前登録から申込完了まで】

１．事前登録

　①由布市ホームページ内『職員採用試験のお知らせ』から申込専用サイトへのリンクをクリッ

　　クし、遷移してください。

　②サイト利用規約を確認し、同意の上、事前登録画面に進んでください。

　③設問に従い、必要事項を入力してください。パスワードは英小文字、英大文字、数字、記号

　　から８字以上３２字以内を設定してください。

　　※パスワードは忘れないように必ずメモをしてください。パスワード忘れ等による申込みの

　　　遅滞については、一切の責任を負いませんので注意してください。

　　※登録の途中で一時保存することはできません。登録作業を中断した場合は、最初から入力



　　　をし直す必要があります。

２．マイページへログイン

　①登録したメールアドレス宛に「事前登録完了のお知らせ」が送付されているか確認してくだ

　　さい。

　②メール本文中にシステムで自動割り当てされた「ログインＩＤ」が記載されていますので、

　　必ずメモまたは保存をしてください。

　③メール本文中のＵＲＬにアクセスし、ログインＩＤとパスワードを入力してマイページにロ

　　グインしてください。

　　※登録時に取得した「ログインＩＤ」と「パスワード」は受験申込、受験票の印刷等、以後

　　　の手続きに必要となるので、必ず控えておいてください。

３．本登録

　①以下の「本登録入力の注意事項」を読解の上、エントリーサイトへのリンクをクリックし、

　　住所や学歴等の設問への回答入力を行ってください。

　　（スマートフォンから登録される場合は、メニューを展開するとエントリーサイトへのリン

　　　クが出現します。）

　　※登録の途中で一時保存することはできません。登録作業を中断した場合は最初から入力を

　　　し直す必要があります。

　②受験票用の顔写真データをアップロードしてください。

　　※一部スマートフォンからはアップロードできない場合があります。その場合はパソコンか

　　　らアクセスし、アップロードしてください。

３－１本登録入力注意事項【対象職種：全職種】

　●入力事項に不正がある場合は、由布市職員として採用される資格を失うことがあります。

　●回答の内容に不備・不足がないように設問をよく読み、回答を行ってください。

　●必須項目は必ず入力してください。任意項目は、該当がある場合は必ず入力してください。

　●登録の途中で一時保存することはできません。登録作業を中断した場合は最初から入力をし

　　直す必要があります。

　●現住所欄は現住所を番地まで詳しく入力してください。

　●緊急連絡先欄は確実に連絡のとれる連絡先を入力してください。

　●電話番号欄は携帯電話番号の入力を推奨します。

　●「学歴２」と「学歴３」の欄は最終学歴より前の学歴（受験予備校を除く）を新しいもの

　　から順に高等学校まで入力してください。ただし、最終学歴が中学校の場合は、中学校のみ

　　を入力してください。



３－２本登録入力注意事項【対象職種：一般事務（障がい者対象）】

　●障害者手帳取得状況等の「障がい名」「等級」欄は「身体障害者手帳」「指定医等の診断書・

　　意見書」「療育手帳」「児童相談所等が発行した知的障害者の判定書」「精神障害者保健福祉

　　手帳」のいずれかに記載されている障がい名、等級を入力してください。ただし、複数の障が

　　いがある人は、より重度な障がいの内容を記入してください。

　●試験等の配慮自由記述欄には１次試験において必要となる項目を以下から選択して入力してく

　　ださい。

　　なお、ご使用される補装具等は、各自で準備していただきます。（手話通訳者は除く）

　　Ａ　車いすを使用する。

　　Ｂ　補装具等の持込使用を希望する。

　　Ｃ　手話通訳者を希望する。

　　Ｄ　駐車場を利用する。

　　Ｅ　その他、受験するにあたって必要と思われる事項があれば入力してください。

４．申込完了

　上記１～３の全てが正常に終了した人は、申込完了となります。

　・申込完了後は、完了メールが自動で送信されます。

　　※本登録後に２４時間を経過しても完了メールが届かない場合は、由布市役所総務課にお問い

　　　合わせください。

　・申込期間中であれば、試験区分以外の内容は変更することができますが、採用担当者が申込内

　　容確認の完了後に申込者は入力内容の変更ができなくなります。修正の必要がある場合は由布

　　市役所総務課にお問い合わせください。

　・記入不備等があれば、申込完了後５営業日以内に由布市役所総務課からお知らせします。

　　※申込内容に不備がある場合は、電話またはメールで問い合わせを行うこともあります。その

　　　場合は、『マイページ』にログインして不備内容を確認の上、申込内容の修正を行ってくだ

　　　さい。

　●申込期間中に申込みが完了しなかった場合は、第１次試験を受験できません。

　　※申込締切直前は、サーバーが混み合うことなどにより申込みに時間がかかる恐れがあります

　　　ので、余裕をもって早めに申込手続を行ってください。

　　※受付期間中は、２４時間いつでも申込みができますが、システムの保守・点検等を行う必要

　　　がある場合や、重大な障害、その他やむを得ない理由が生じた場合は、事前の通知を行うこ

　　　となく、本システムの運用の停止・休止・中断、または制限を行うことがありますので、予

　　　めご了承ください。また、このために生じた申込みの遅延等には一切の責任を負いませんの

　　　で、ご注意ください。

【職種ごとの提出書類】

　次の資格を有する職種を受験する場合は、各法律や規定に基づく免許証、資格取得証明証、認定

証等の写しを第２次試験時に提出してください。

　◎対象職種：保健師、臨床心理士、消防士（救急救命士）

　　　　　　（資格取得見込みの人は、取得後に提出してください。）



５．試験結果の開示

　　この採用試験の結果については、由布市個人情報保護条例第１４条第１項の規定により、

　受験者本人に限り、口頭で開示請求することができます。

　　受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参の

　上、午前８時３０分から午後５時までの間に、由布市役所本庁舎本館２階総務課へ直接お越

　しください。総務課では、受験番号を申告して開示請求をしてください。（土日祝日は除き

　ます。）

　　ただし、第１次試験・第２次試験とも合格発表当日は、午後１時から受付をします。

試　験 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者

第２次試験 第２次試験不合格者

６．合格・採用及び給与等

７．参考

≪過去３年間の試験実施状況≫

職　種 年　度 募集者数 受験者数 採用者数

令和元年 １名程度 １名 １名

令和２年 １名程度 １名 ―

令和３年 １名程度 １名 １名

一般行政職【高卒】

（ 障がい者枠 ）

合格・採用

給　与　等

合格発表の日から

３週間

由布市役所総務課

（由布市役所本庁舎本館２階）

総合順位

総合得点

●第２次試験合格者は、由布市職員採用候補者名簿に登載されます。

●採用者は、令和５年４月１日付とし、由布市職員採用候補者名簿に登載

　された人で、上位の人からとなります。

　ただし、資格が必要な職種で、国家試験の合格発表が令和５年４月１日

　以降になるものについては、その合格後に採用予定となります。

●由布市職員採用候補者名簿は、登載の日から１年間効力を有するものと

　します。

①初任給

　由布市の給与条例により支給されます。

②諸手当

　扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当等

　が、それぞれの規定により支給されます。


